
昨今の世界情勢や円安に端を発した物価高の影響を踏まえ、村民

及び事業者の皆様への支援目的に、村営水道加入者の水道基本料金

の減免（４月～９月）を実施していますが、令和８年３月分まで減免

期間を延長いたします。 

                    木祖村長 奥原 秀一 

【対象期間】 

令和７年４月から令和８年３月検針分までの 

12 ヶ月分水道料金（基本料金のみ） 

 

【減免内容】 

水道の減免対象は以下のとおり基本料金部分となります。（特別給水

は対象外） 

【水道料金使用料】  

基本料金（10 ㎥まで）      超過料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回減免対象          通常通り請求 

 

※基本使用料でのご使用いただける範囲（１０㎥）を超えた超過料金 

部分は通常通りの請求となります。 

※今回の減免は水道料のみとなり、下水道料は減免となりませんの 

でお願いいたします。 

 

口  径 基本料金 

１３ｍｍ １，８７０円 

２０ｍｍ ２，０２４円 

２５ｍｍ ２，１１２円 

３０ｍｍ ２，２２２円 

４０ｍｍ ２，２９９円 

５０ｍｍ ３，３５５円 

７５ｍｍ ４，７８５円 

水  量 料  金 

１㎥につき 

１１㎥～２０㎥ １４３円 

２１㎥～４０㎥ １６５円 

４１㎥～６０㎥ １８７円 

６１㎥～ ２０９円 

水道料金（基本料金）の減免を延長します 

各戸配布 



【申請手続き】 

今回の減免にかかる申請手続きは不要です。 

４月検針分（口座振替令和７年 5 月 25 日引き落とし分・納付書

令和７年 5 月 15 日発行分）から令和８年３月検針分（口座振替 令

和８年４月 24日引き落とし分・納付書 令和８年４月 15 日発行分）

が減免の対象となります。 

 

 

例）水道メーターの口径が１３ｍｍで、使用水量が２０㎥の場合 

区  分 通常料金 減免期間中 

基本使用料（10 ㎥まで） １，８７０円 ０円 

超過料金（従量料金）（10 ㎥以上） １，４３０円 １，４３０円 

合計 ３，３００円 １，４３０円 

 

※減免対象者は、住民登録をしてある村民及び村内事業者また、超過 

料金が加算される水道加入者となります。公的機関については、対 

象外となります。 

 

※ご不明な点等ありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡くだ 

さい。 

 

【お問い合わせ先】木祖村役場 建設水道課 水道係 

ＴＥＬ：０２６４－３６－２００１ 


